
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施 

   

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

令
和
八
年
六
月
十
日 

          
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
                  

 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

あ
委
員
長  

林 
 

 
 

 

正 
 

子 

 

 

一 

実
施
す
る
講
習
の
区
分
、
実
施
期
間
、
定
員
及
び
手
数
料 

二 

講
習
時
間 

    

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
講
習
最
終
日
に
お
い
て
は
、
修
了
考
査
が
終
了
す
る
ま
で
と
す
る
。 

三 

講
習
場
所 

 
 

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
二
十
番
地 

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
警
備
業
協
会 

電
話
（
〇
五
八
）
二
七
六―

〇
七
七
八 

四 

受
講
対
象
者
（
受
講
資
格
） 

 

１ 

二
号
新
規
取
得
講
習 

 
 

 

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

あ
㈠ 

 

最
近
五
年
間
に
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
の
区
分
（
以
下
「
二
号
区
分
」
と
い
う
。
）
に
係
る

警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者 

あ
㈡ 

 

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
） 

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
二
号
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
一
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
二

十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者 

あ
㈢ 

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
二
号
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
二
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
二
号
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の 

 

あ
㈣ 

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
二
号
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
一
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者 

 

 

五
㈤ 

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
二
号
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
二
級
検
定
」
と

い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
二
号
区
分
に
係
る
警
備
業

務
に
従
事
し
て
い
る
も
の 

 

２ 

二
号
追
加
取
得
講
習 

      

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
二
号
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則
第
七
条
第
一
項
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修

了
証
明
書
（
以
下
「
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
四
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

五 

講
習
申
込
手
続 

 

１ 

受
講
希
望
申
込
み
等 

 
 

 

講
習
の
受
講
を
希
望
す
る
場
合
は
、
次
に
よ
り
受
講
希
望
申
込
み
を
行
う
こ
と
。 

㈠ 
 

期
間 

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
警
備

業
務
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者

証
の
追
加
取
得
講
習
（
以
下
「
二
号
追
加
取
得

講
習
」
と
い
う
。
） 

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
警
備

業
務
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者

証
の
新
規
取
得
講
習
（
以
下
「
二
号
新
規
取
得

講
習
」
と
い
う
。
） 

 

区 

分 

令
和
八
年
八
月
二
十
日
（
木
）
及

び
八
月
二
十
一
日
（
金
）
の
二
日
間 

令
和
八
年
八
月
十
七
日
（
月
）
か

ら
八
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
五

日
間 

実
施
期
間 

二
十
人 

三
十
人 

定 

員 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

手 

数 

料 



令
和
八
年
七
月
十
四
日
（
火
）
か
ら
七
月
二
十
三
日
（
木
）
ま
で 

㈡ 
 

方
法 

 
 

 
 

左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
の
上
、
必
要
事
項
を
入
力
し
、
申
込
み
を
行
う
こ
と
。 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

h
t
t
p
s
:
/
/
l
o
g
o
f
o
r
m
.
j
p
/
f
/
T
x
N
h
m
 
 

㈢ 
 

受
講
者
の
決
定 

受
講
者
は
抽
選
に
よ
り
決
定
し
、
令
和
八
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）
に
、
岐
阜
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
警
備

業
に
関
す
る
手
続
」
ペ
ー
ジ
に
、
受
講
希
望
申
込
み
時
の
受
付
番
号
を
掲
載
す
る
。 

 

２ 

受
講
の
申
込
み 

  
 

 

１
に
よ
り
受
講
が
決
定
し
た
者
は
、
六
の
提
出
書
類
を
持
参
の
上
、
次
に
よ
り
受
講
の
申
込
み
を
行
う
こ
と
（
郵
送
又
は

代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。
）
。 

㈠  

期
間 

令
和
八
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
八
月
五
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く
。
）
。 

㈡  

場
所 

岐
阜
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課 

 
 

㈢ 

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
込
み 

 
 

 
 

デ
ジ
タ
ル
庁
が
運
営
す
る
ｅ-

Ｇ
ｏ
ｖ
電
子
申
請
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
込
み
も
可
と
す
る
が
、
㈠
の
期
間
に
、
㈡
の

 
 

 

場
所
に
て
講
習
手
数
料
の
納
付
を
し
た
時
点
を
も
っ
て
申
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。 

㈣ 

留
意
事
項 

事
前
予
約
後
、
㈠
の
期
間
内
に
受
講
の
申
込
み
が
な
い
場
合
又
は
受
講
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た

場
合
は
、
受
講
を
認
め
な
い
。 

六 

提
出
書
類 

 

１ 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
。
以
下
「
受
講
申
込
書
」
と
い
う
。
）
一
通 

 
 

 

受
講
申
込
書
に
は
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
一
枚
を
貼
付

す
る
こ
と
。 

 

２ 

四
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面 

㈠ 
 

二
号
新
規
取
得
講
習
を
受
講
す
る
者 

あ
⑴ 

 

四
の
１
の
㈠
に
該
当
す
る
者 

最
近
五
年
間
に
二
号
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面
（
二
号
区
分
の
警
備
業
務
を
行
う
警
備
業
者
等
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
履
歴
書 

あ
⑵ 

四
の
１
の
㈡
に
該
当
す
る
者 

一
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し 

あ
⑶ 

四
の
１
の
㈢
に
該
当
す
る
者 

二
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
二
号
区
分
に
係
る
警

備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面 

あ
⑷ 

四
の
１
の
㈣
に
該
当
す
る
者 

旧
一
級
検
定
に
係
る
検
定
合
格
証
の
写
し 

あ
⑸ 

四
の
１
の
㈤
に
該
当
す
る
者 

旧
二
級
検
定
に
係
る
検
定
合
格
証
の
写
し
及
び
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
二
号
区
分
に
係

る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面 

あ
㈡ 

二
号
追
加
取
得
講
習
を
受
講
す
る
者 

⑴ 
 

資
格
者
証
又
は
講
習
修
了
証
明
書
の
写
し 

⑵ 

四
の
２
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
六
の
２
の
㈠
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
書
面 

七 

手
数
料
の
納
付
方
法 

受
講
申
込
み
時
に
納
付
す
る
こ
と
。 

八 

そ
の
他 

 

１  

携
行
品
及
び
集
合
時
間 

  
 

 

筆
記
具
（
鉛
筆
及
び
消
し
ゴ
ム
）
を
携
行
し
、
講
習
初
日
の
講
習
開
始
十
五
分
前
ま
で
に
集
合
す
る
こ
と
。 

２  

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付 

 
 

 

修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。 

  

３  

委
託
先 

 
 

 

本
講
習
は
、
岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
二
十
番
地
所
在
の
一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。 

  

４  

講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先 

      

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課 

電
話
（
〇
五
八
）
二
七
一―

二
四
二
四  

内
線
三
○
二
六 


